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千葉県環境計量協会の会員事業所は、環境計量証明事業者として業務の信頼性を継続的に 

確保し、社会的責任を果たすことを基本理念として、以下の倫理綱領に基づきを事業活動を 
行う。 

 
 1）法令等の順守 
  計量法その他全ての関係法令の目的を十分に理解し、法令等で定められた基準、要求事項

及び社会的規範を常に順守する。 
 
 2）公明・正大な活動 
  会員は事実を尊重し、公明・正大な活動を基本として常に中立的かつ客観的な立場で対応

すると共に、自らの行動に責任を持つ。 
 
 3）技術の向上 
  適正な計量管理の実施を常に心がけると共に、環境分析に関する専門機関として自らの 
技術の研鑚、専門能力の維持・向上に努める。 

  
 4）機密の保持 
  会員は業務上知りえた個人情報、顧客情報等を、厳重かつ適正に管理する。 
 
 5）環境問題への対応 
  会員は環境保全に関連する事業者として、持続可能な循環型社会の実現に向けて、環境保

全活動に自主的かつ積極的に取り組む。 
 
 6）外部との連携 
  常に会員、関係機関との連携を図り、協会の発展に寄与すると共に、社会との調和と共存

を図るため、情報発信を積極的に実施し、社会とのコミュニケーションを深め信頼関係を構

築する。 
 
 
 

 


